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交通事故医療研究助成実施要領

第１条　助成事業の目的
　本事業は、交通事故医療の研究に携わる医師等の研究者への援助を通じて、医療の進歩

発展に寄与し、交通事故被害者のより速やかな社会復帰を促進することを目的とします。

第２条　助成の対象
　本助成の対象は後遺障害認定対策としての交通事故医療に関する研究とし、次の区分に

従って助成します。

(1)　　一般研究 交通事故医療に関する臨床的研究とします（働き方改革に伴う救急医療

体制のあり方に関する研究を含む）。

(2)　　特定研究 交通事故医療にかかる研究課題（別表１）に関する研究とします。

※同一テーマにて一般研究と特定研究に応募することはできません。

第３条　応募資格
・申請者は、交通外傷に携わる医師および医療関係等の研究者（個人またはグループ）

　とします。

・特定研究では研究を統括する責任者が研究代表者として申請してください。

・一般研究の採択者は採択通知後、所属長の推薦書を提出いただくため、予め所属長の

　推薦を得てください。（第１１条参照）

第４条　募集の時期
　２０２５年５月１日から同年６月１５日とします。

第５条　募集の方法
　一般公募とします。

第６条　助成額および助成件数
(1)　助成金の総額　７,０００万円

(2)　助成金の１件当たりの額

　 ①一般研究　原則１００万円　②特定研究　原則３００～５００万円

第７条　応募の方法
　一般社団法人 日本損害保険協会 交通事故医療研究助成のホームページに掲載されてい

る日本損害保険協会｢交通事故医療研究助成申請書｣をダウンロードし、申請者もしくは研

究代表者が所定の事項を記入し、事務局宛にE-mail（表紙記載）で送信ください。

第８条　選考方法
　当協会が委嘱した学識経験者による選考委員会において決定します。

第９条　選考委員会
　選考委員会は別表２の選考委員によって構成します。

第１０条　採否の通知
　採否の結果は選考委員会による決定を経て、当協会が文書等にて採択者に２０２５年９

月中旬までに通知します。ただし、採否の理由につきましては一切通知しません。

第１１条　所属長の推薦（一般研究）
　一般研究の採択者は採択通知後、所属長の推薦書を提出いただきます。

　※応募時に推薦書の提出は不要です。

第１２条　助成金の交付
助成金は採用にかかる書類手続き等が終了後、原則１ヶ月以内に交付します。



 

 

第１３条 助成の対象となる経費 
 助成の対象となる経費は研究に要する機器備品（*汎用性のある機器は対象外）の購入費

（賃借料含む）、交通費（定例的な学会出張交通費は除く。ただし、当該研究の発表者とし

て参加する場合はこの限りではない）、図書・資料の購入費、材料・消耗品費、本人・共同

研究者以外の者に対する謝金など研究に必要な経費とします。なお、間接経費（オーバー

ヘッド）は原則対象としません。 

※*汎用性のある機器： パソコン・タブレット・プリンター・プロジェクター・デジタルカ

メラ等のOA機器や精密機器（※レンタル・リース費用であれば可） 

第１４条 研究期間 
(1) 一般研究 原則として、助成金の交付日より１年間とします。 

(2) 特定研究 原則として、助成金の交付日より２年間とします。 

第１５条 研究成果の報告 
(1) 助成を受けた研究者は、前条の研究期間終了後、１ヶ月以内に研究成果を報告書にま 

とめ、抄録を付して事務局に提出してください。 

研究報告書は、「①目的と方法」、「②結果」、「③考察」、「④結論」の各項目別に記載

し、参考文献を列記して５千字以上１万字以内でＡ４版にて作成ください（図や表等

を含めて１０枚以内）。 

(2) 特定研究においては、研究期間１年を経過した時点で、期間中の研究経過・成果およ

び助成金の費消状況を中間報告書にまとめ事務局に提出してください。 

(3) 研究報告書および抄録は当協会の発行する刊行誌に掲載や当協会のホームページへ

公開されることがあります。また、当協会の医研センターが開催するセミナーにおい

て発表を依頼することがあります。 

(4) 協会に提出された研究論文等の著作権は研究者に帰属します。 

第１６条 研究成果の学術発表 
(1) 研究成果は必ず医学系の学会、シンポジウム、学会誌等への発表により公開してくだ

さい。また、必ず公開先の名称・公開日等を事務局へご連絡してください。 

(2) 研究成果を学会誌、学術刊行誌等に寄稿する場合は、この研究が一般社団法人日本損

害保険協会（英文名称：The General Insurance Association of Japan）の助成によりなさ

れたことを明記の上、その写しを事務局宛に提出してください。 

第１７条 助成金の使途と報告 
 助成金は第１３条に定める経費以外の用途に使用する事は出来ません。また、助成金使

途報告書を作成し、研究報告書と共に事務局へ提出してください（※提出していただく場

合がありますので、該当する領収書は７年間保管してください）。 

第１８条 助成金受領者の義務 
(1) 研究計画の変更を行うときは、予め選考委員会の承認を受けなければなりません。 

(2) 事務局より研究の進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告してください。 

(3) 研究を中止する場合、事前の承認を受けずに研究計画を変更する場合や所定期間内に

研究報告書が提出されない場合など本実施要領の規定に違反する行為があった場合、

その他助成の趣旨に反すると当協会が判断した場合は、助成金を返還していただくこ

とがあります。 

第１９条 個人情報の利用目的 
 当協会は、本研究助成の募集により取得した個人情報は、研究助成選考の目的に限って

利用します。この目的に必要な範囲を超えて利用せず、また、選考委員以外の第三者に提

供しません。 

 



第２０条　事務局の設置と職務
　本事業の事務局は一般社団法人 日本損害保険協会・医研センター内におき、次の職務を

行うこととします。

(1) 　公募手続きに関する一切の業務

(2) 　選考委員会の招集および運営に関する業務

(3) 　助成金交付者への通知および研究進捗状況の管理に関する業務

(4) 　その他、本事業の実施に係る事項で本要領に記載のない関連業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

【別表１】
２０２５年度　特定研究課題

【別表２】
選考委員(五十音順・敬称略)

　安保　雅博　(東京慈恵会医科大学 主任教授)

　有賀　　徹　(労働者健康安全機構 顧問)

　出江　紳一　(東北大学 名誉教授)

　岡野　栄之　(慶應義塾大学 教授・再生医療リサーチセンター センター長)

　齋藤　知行　(横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 病院長)

　森村　尚登　(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構 教授)

　山浦　　晶　(千葉大学 名誉教授)

　渡辺　雅彦　(東海大学医学部付属病院 病院長)

① 難治性慢性疼痛（CRPSを含む）の病態解明と新たな治療法の開発

課題の趣旨：難治性慢性疼痛の病態解明に向けて多くの研究が蓄積され、ニューロ

モジュレーションなどの技術が発展してきた。しかしながら現在でも

多くの患者が難治性慢性疼痛に苦しみQOL低下、就労障害などをきた

しており、より効果的で安全な治療方法が求められている。近年の神

経科学、バイオメカニクス、医工学等の成果に立脚した、交通事故後

の難治性慢性疼痛の克服に資する研究を募集する。

② 骨盤外傷に対する新規治療法に対する研究

課題の趣旨：高エネルギーの交通事故による骨盤外傷は非常に重篤なケースが多

く、致死的となる場合が少なくない。近年様々な治療法が進歩し、よ

り低侵襲の治療や早期離床が可能となってきている。しかし依然とし

て治療に難渋し長期間の加療を要する例が多いことから、骨盤外傷に

対する最近の進歩・知見に関する研究を募集する。

③ 交通事故後のリハビリテーションに有用なロボット技術の開発

課題の趣旨：交通事故による脊髄損傷、脳損傷、末梢神経障害、骨折などの治療に

おいてリハビリテーション技術は重要な位置をしめる。その中でロ

ボット技術は今後有用なツールになると期待されるが、現時点では多

くが研究段階であり、またその活用が一部の施設にかぎられている。

患者のＡＤＬの向上をめざし、健康保険の適用可能性も含めた効果的

でかつ広く活用可能なロボット技術の研究を募集する。


